
 



家庭用品品質表示法とは 

• 家庭用品品質表示法は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、
一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。 

• 本法が制定された当時は、表示に際しての具体的なルールが一般化され
ておらず、市場に不適正な品質表示の製品が横行し、消費者被害の発生
する可能性が高い状況でしたが、その後、本法施行の効果もあり適正な品
質表示が定着してきている状況です。 

• 家庭用品は、生活スタイル、ニーズの変化や技術革新等により様変わりし
てきており、対象とする品目や表示を行う事項等については、こうしたこと
を踏まえ、必要に応じて見直しが行われています。 

 

 （消費者庁HPより） http://www.caa.go.jp/hinpyo/outline/outline_01.html 

 

1 

http://www.caa.go.jp/hinpyo/outline/outline_01.html


家表法の現状 
表示事項が個別具体的で複雑である* 

• 消費者の利益を保護していると言えない 
1. 難解で商品選択に不要な表示事項  

2. 製品購入時に消費者の品質識別に寄与していない 

3. 対象外品目は規制を受けない 

• 事業者の対応負荷大* 
4. 表示内容に柔軟性がない 

5. 対象品目、表示内容が分かり難い* 

6. 対応コスト* 

• 表示事項は告示や政令で規定されているため、頻繁な修正
を想定していない 

* 平成22年度 消費者庁 委託調査 「家庭用品品質表示に関する調査」報告書より引用  

2 



3 
出典：消費者庁HP 



例1. スプリングマットレスの表示事項 
• 寸法はミリメートル表記、厚さ、
幅、長さの順。 

 

 

•   難解かつ複雑なルール 

• 商品購入に不要な情報 

• 尚、ベッド（フレーム部分）は対
象外で、寸法材質等の表示は
定められていない。 
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消費者保護になっていると
言えるか 

消費者に馴染みの
ない表示事項 



• ステンレス製卓上魔法瓶は対
象外。 

• 一律な使用上の注意。 

例2. ガラス製卓上用魔法瓶の表示事項 
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指定品目制度の限界 



例3. 机又はテーブルの表示事項 

• ガーデンファニチャー
（屋外用製品）も対象
で、直射日光又は熱
を避ける旨を記載。 

• 直射日光について、
又は熱について、い
ずれか記載があれば
よいとの指導。 
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屋外用製品に、直射日光又は
熱表示があり消費者が混乱 



要望 

対象品目制度を見直し、個々の製品の特性に応じた事項の表示を可能に
することを要望します。真の消費者の利益を目指し、また世界の市場に製品
を供給するグローバル企業のニーズもご考慮いただきたい。これは海外市
場への販路を拡大を求める日本企業にも共通の利益となります。 
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短期的（１～３年）：告示の見直し等 
    品目ごとの規則について、必要最低限のルールを定め事業者の裁量を拡大 

中期的（３～５年）：家庭用品品質表示法施行令の改正 
    対象の指定９０品目を真に表示が必要なものに絞り込み 

長期的（５年～）：家庭用品品質表示法の改正 
    現行の対象品目制度自体を見直し、包括的な品目を対象とする 


